
ＪＲ東海労ニュース

本日の『東京新聞』は、駅に勤務する若い社員の自殺問題を取り上げました。会社

から「出勤遅延未遂」なるものを一方的に決めつけられ、パワハラを受けたことが、

彼を死に追い込んだ原因であるとして、その事実経過が記載されています。その上で、

今回のケースの場合、１時間前出勤について「指揮命令下」である以上、労働時間と

して扱われなければならないと指摘しています。

本部は、２月21日「関西支社社員の死亡に関する申し入れ」（『申第34号』）を提

出しましたが、３月８日会社から「付議事項ではない」という理由で労使協議を拒否

されました。その時会社は「強要はしていない。慫慂することはある」と事実を隠蔽

したのです。さらに、今春闘の団体交渉でも、１時間出勤の強要を止めるよう強く主

張してきました

が、会社は、尊

い人命が失われ

たことに対する

反省の色が全く

ないどころか、

１時間前出勤を

正当化していま

す。

ＪＲ東海労

は、１時間前出

勤の強要に断固

反対し、明るい

職場づくりを目

指して闘いま

す。
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